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令和 3 年 9 月  
 

4,5 年生・専攻生 各位 
長岡工業高等専門学校 

学生課学生係 
 

高等教育の修学支援新制度（給付奨学金・授業料等減免）二次採用の案内について 
 

高等教育の修学支援新制度とは、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、本科４年生以上（大学

の学部生相当）を対象とした授業料・入学料の減免や、日本学生支援機構による給付型奨学金の支給が行われ

る制度です。住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の学修意欲が認められる学生が対象となります。 
申請を希望する場合は、10 月 4 日（月）までに申請書類を受け取りに来てください。 

※以前に給付奨学金の申込みをしたものの、認定を受けられなかった学生に関しても申し込めば採用される可

能性があります。（今回の二次採用では 2020 年の収入等に基づき家計基準の審査を行います。） 

※既に、給付奨学金と授業料等減免を受けている学生については再度申請をする必要はありません。 

 
【該当要件】 

 学力基準と家計基準（収入基準・資産基準）の両方を満たしていること。 

 ●学力基準 

  １．本科４年生 

 ① 本科第１学年～第３学年における評定平均が 3.5 以上であること、又は、第４学年編入 

   学試験の成績が入学者の上位 1/2 の範囲に属すると。  

 ② ①に該当しない場合、将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、学修する意欲 

   を有していることが、学修計画書により確認できること。 

２．本科５年生，専攻科生 

 ① 学科（専攻）内順位（平均点）が上位 1/2 の範囲に属すること。 

 ② アに該当しない場合、修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で 

   自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確 

   認できること。但し、原級留置となった場合等、第４学年以降において著しい成績不振 

   があった場合は対象外となります。  

 ※ 前期成績の確定が申請期限後となるため、5 年生以上の申請者は全員、②の基準で判定させていた 

   だきます。 

 

●家計基準（収入基準と資産基準の両方を満たしている必要があります） 

 ・収入基準：住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生（2020 年の所得情報により審査します） 

・資産基準：学生本人と生計維持者（2 人）の資産額の合計（※）が 2,000 万円未満（生計維 

      持者が 1 人のときは 1,250 万円未満）であること 

 
申請にあたり，日本学生支援機構（JASSO）HP 掲載の「進学資金シミュレーター」で収入基準に該当するか確

認できますので，必ずご確認ください。 

 

進学資金シミュレーター 

【URL】https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/    
 確認をする場合は、WEBシミュレーション 質問入力後 

 奨学金選択シミュレーション→給付奨学金シミュレーション（保護者の方向け）→2021 年度秋の在学採用 

 と選択してください。 

https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/
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〈注意点〉 

・授業料等減免を受けるには、給付奨学金の申請が必須となります。 

・日本学生支援機構給付奨学金の支援対象者と授業料等減免対象者は同一ですので， 給付奨学金の支援対象

者である旨が表示された場合，授業料等減免の対象となります。 

・表示される結果についてはあくまでも目安ですので，実際の申請結果と異なる場合があります。 

  

【入学料・授業料減免額及び給付奨学金支給額】 

区分 
入学料 

授業料 

給付奨学金（月額） 

自宅通学 自宅外通学 

第Ⅰ区分 全額免除 17,500 円 34,200 円 

第Ⅱ区分 2/3 免除 11,700 円 22,800 円 

第Ⅲ区分 1/3 免除 5,900 円 11,400 円 

※本科生については、専攻科進学または他大学の３年次編入の際に所定の手続きを行うことで、入学料の

減免を受けることができます。 
※今回の二次採用において授業料等減免の認定を受けた場合でも、専攻科生は４月に遡って、入学料減免

を受けることはできません。 
 
 
【支援期間】 

令和３年１０月から修業年限の終期まで 
※本科生については、専攻科進学または他大学の３年次編入の際に所定の手続きを行うことで、支援の継

続をすることができます。 
 
【家計急変採用について】 
 予期できない事由（今般の新型コロナウイルス感染症拡大による影響も含む）により家計が急変し、急

変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込み

により要件を満たすことが確認されれば給付奨学金及び授業料等減免の支援対象となります。既に、給付

奨学生となっている学生（第Ⅱ区分,第Ⅲ区分,支援区分外のため停止中の者）も改めて申請することがで

きます。認定に係る基準は通常の採用形態と同じで、受付は随時行っていますが、家計急変事由発生日か

ら３ヶ月以内に申込みが必要です。 
 詳細については下記連絡先へお問い合わせください。 
 
【URL】https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html 
 
 
 
 
その他，修学支援新制度に関する質問がありましたら，下記連絡先までご連絡ください。 

【連絡先】 

長岡工業高等専門学校 学生課学生係  

Tel：0258-34-9332 
Mail：gakusei@nagaoka-ct.ac.jp 

QR コード 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html

